
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。

　　　　　被上告人らは上告人に対し、別紙物件目録記載の不動産のＤの持分九分

の一につき、名古屋法務局稲沢出張所昭和三九年一二月二五日受付第七六二七号を

もつてなされた仮差押登記の抹消登記手続をせよ。

　　　　　訴訟の総費用は、被上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人内藤三郎の上告理由第一、二点について。

　民法九三九条一項（昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの）「放棄は、相

続開始の時にさかのぼつてその効果を生ずる。」の規定は、相続放棄者に対する関

係では、右改正後の現行規定「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初か

ら相続人とならなかつたものとみなす。」と同趣旨と解すべきであり、民法が承認、

放棄をなすべき期間（同法九一五条）を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に

承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであ

り、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると（同法九三八条）、相続人

は相続開始時に遡ぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におかれることとなり、こ

の効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべき

である。

　ところで、別紙物件目録記載の不動産（以下本件不動産と略称する。）は、もと

訴外Ｅの所有であつたが、昭和三一年八月二八日同訴外人が死亡し、その相続人七

名中上告人およびＦ両名を除く全員が同年一〇月二九日名古屋家庭裁判所一宮支部

に相続放棄の申述をして、同年一一月二〇日受理され、同四〇年一一月五日その旨

の登記がなされたが、Ｆは同日本件物件に対する相続による持分を放棄し、同月一

〇日その旨の登記を経由したので、上告人Ａの単独所有となつたものであることは、
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原審の適法に確定した事実であり、この事案を前記説示に照して判断すれば、Ｄが

他の相続人であるＦ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ａ、Ｊ等六名とともに本件不動産を共同相続し

たものとしてなされた代位による所有権保存登記（名古屋法務局稲沢出張所昭和三

九年一二月二五日受付第七六二四号）は実体にあわない無効のものというべく、従

つて、本件不動産につきＤが持分九分の一を有することを前提としてなした仮差押

は、その内容どおりの効力を生ずる由なく、この仮差押登記（同出張所昭和三九年

一二月二五日受付第七六二七号）は無効というべきである。よつて、この点に関す

る原判決の判断は当を得ず、この誤りが原判決主文に影響を及ぼすこと勿論である

から、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、上告人が本件不動産

の所有権を単独で取得し、現在その旨の登記を経由していることは前記のとおりで

あるから、被上告人らは上告人に対し、本件不動産のＤの持分九分の一につき、名

古屋法務局稲沢出張所昭和三九年一二月二五日受付第七六二七号をもつてなされた

前記仮差押登記の抹消登記手続をなすべきである。そこで、この登記手続を求める

上告人の請求を正当として認容し、民訴法四〇八条一号、八九条、九六条、九三条

に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　奥　　　野　　　健　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　城　　　戸　　　芳　　　彦

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　石　　　田　　　和　　　外

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　色　　　川　　　幸　太　郎
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